815.3

馬の強制休息：

815.3．1

馬には、CEI競技会での競技後、次にFEI競技会に出場する前に、強制的な休息期間が定められている：



完走した距離

0～40km

 6日間の休息（棄権の場合のみ）
0～80km

13日間の休息






80kmを越えた場合
20日間の休息

0～80km

13日間の休息






81km以上

20日間の休息

815.3．2

馬が、CEI競技会において、即座に侵襲性治療を必要とする代謝異常を理由に失権とされた場合、その馬が次のCEI競技会の出場資格を得る前に60日間の強制的な最低休息期間が義務づけられる。


「侵襲性治療」の定義は、以下のとおりである：

皮膚の穴あけや切開を伴う治療、あるいはなんらかの器具や異物の身体への挿入を伴う治療は、侵襲性と見なされる。この規定で例外的に認められるのは、経口での電解質の投与や鍼治療である。失権した馬の代謝状態が、もし治療しなければ馬のウェルフェアが損なわれたり脅かされたりすると診断される場合、その代謝状態は、侵襲性治療を必要とする状態であると見なされる。

815.3．3

馬が、連続する2回のCEI競技会において、もしくは3か月以内に2回、即座に侵襲性治療を必要とする代謝異常を理由に失権とされた場合、その馬が次のCEI競技会の出場資格を得る前に90日間60日間の強制的な最低休息期間が義務づけられる。

815.3．4

FEI技術委員会は、FEI獣医師団と協議のうえで、繰り返し代謝異常で失権とされる問題を抱える馬に対して、追加の休息期間を義務付ける補足的実施要綱を設定する決定権を持つ。


馬が、連続する2回のCEI競技会において、もしくは3か月以内に2回、即座に侵襲性治療を必要とする代謝異常を理由に失権とされた場合、その馬が次のCEI競技会の出場資格を得る前に90日間の強制的な最低休息期間が義務づけられる。

815.3.5

FVD（外国人獣医団）および治療獣医師は、手当てを受けた馬を大会終了時に個別に再検診し、強制的な最低休息期間を必要とする侵襲性治療として、または許可済みの治療として、分類する責任を負う。

815.3.6

FEI技術委員会は、補足的実施要項を設定する決定権を持つ。
第816条－出場資格取得手順およびCoC(Certificate of Capability=能力証明)

（Endurance Notes for Guidance for Transitional Arrangement「移行措置に関するエンデュランス・ガイダンス・ノート」を参照されたい）

付則1：FEI国際審判員への審判員の昇格

国際審判員補

・FEIは、各国馬術連盟が推薦し、FEIが承認した有資格国際審判員補のリストを管理する。

・国際審判員補の認定資格は以下のとおり：

・CEIにて競技場審判団か上訴委員会の委員を務めた経験があるか、あるいは当該年またはその前年に国内競技会において競技場審判団長を務めた経験のある者。

・公用語２ヵ国語のうち1ヶ国語を話すことができ、もう1ヶ国語については、仕事をする上で必要な知識を有していること。

・FEI国際審判員補講習会にて「FEIエンデュランス審判員レベルⅠ講習会」の資格を認定された者。

・国際競技会が望ましいが、競技会2回において組織委員会の委員かチーフ・スチュワード補佐、あるいはチーフ・スチュワードを務めた経験がある者。

・望ましくは60歳未満であること。

国際審判員

・FEIは、各国馬術連盟が推薦し、FEIエンデュランス競技会委員会が承認した有資格国際審判員のリストを管理する。

・国際審判員の認定資格は以下のとおり：

・CEI、CEIO、あるいは選手権競技会において、4年間に2回以上、競技場審判団または上訴委員会のメンバー、あるいは技術代表を務めた経験がある者。

・審判員補として2年間以上、または2シーズンを完全に務めた経験のある者。

・「FEI国際審判員講習会エンデュランス審判員レベルⅡ講習会」にて資格を認定された者。

付則2：*等級－審判員

2*FEI役員の任命を受けるために
2*FEI役員の任命を受けるために、応募者に必要な資格は、

・CEIにて競技場審判団か上訴委員会の委員を務めた経験があるか、あるいは当該年またはその前年に国内競技会において競技場審判団長を務めた経験があること。

・公用語２ヵ国語のうち1ヶ国語を話すことができること。

・FEI国際審判員補講習会「FEIエンデュランス審判員レベルⅠ講習会」にて資格を認定されること。

・FEI国際審判員補に任命された経験のあること。

・国際競技会が望ましいが、競技会2回において組織委員会の委員かチーフ・スチュワード補佐、あるいはチーフ・スチュワードを務めた経験があること。

・望ましくは60歳未満であること。

3*エンデュランス役員への昇格

3*役員に昇格するために、FEIエンデュランス審判員に必要な資格は、

・少なくとも3回の1*または2*レベルの競技会CEI1*またはCEI2*の大会で競技場審判団のメンバーを務めた経験があり、そのうち1回は2年以内であること。

・当該年またはその前年に、CEI1*競技会大会で競技場審判団長として務めた経験があること。

・「FEI国際審判員講習会エンデュランス審判員レベルⅡ講習会」にて資格を認定されること。

・2*審判員として2年間以上、または2シーズンを完全に務めた経験があること。

4*エンデュランス役員への昇格

4*役員に昇格するために、FEIエンデュランス審判員に必要な資格は、

・少なくとも3回の3*レベルの競技会CEI3*大会で競技場審判団のメンバーを務めた経験があり、そのうち1回は2年以内であること。

・当該年またはその前年に、2*競技会CEI2*大会で競技場審判団長として務めた経験があること。

・過去12か月以内にレベル2Ⅱ（3*4*）講習を受けていること。

・3*審判員として2年間以上、または2シーズンを完全に務めた経験があること。

すべての役員は、以上の基準を満たす資格を得た後、少なくとも3年ごとに、その地位に相応した講習を受けなければならない（2*―レベルⅠ／3*および4*―レベルⅡ）。近年エンデュランス競技には多数の変更があるため、安全とウェルフェアを守るために、この条件は強制的に課されなければならない。定められた期間内に講習を受けない者は、制限期間内に規定に従うことを命じる通知を受けるか、あるいは、FEIリストからの降格または除名処分を受けることになる。

付則3：*等級－技術代表

2*技術代表の任命を受けるために
2*技術代表の任命を受けるために、応募者に必要な資格は、

・当該年またはその前年に国内競技会において技術代表もしくはそれと同等の役職を務めた経験があること。

・公用語２ヵ国語のうち1ヶ国語を話すことができること。

・FEI国際エンデュランス審判員の資格を得ていること。

・FEI技術代表－レベル1（2*）の講習会にて資格を認定されること。
・望ましくは60歳未満であること。

3*技術代表への昇格

3*技術代表に昇格するために、FEI2*技術代表に必要な資格は、

・少なくとも3回の1*レベルの競技会CEI1*大会でFEI2*技術代表を務めた経験があり、そのうち1回は2年以内であること。

・FEI技術代表－レベル2（3*4*）講習会にて資格を認定されること。

・2*技術代表として2年間以上、または2シーズンを完全に務めた経験があること。

4*技術代表への昇格

4*技術代表に昇格するために、エンデュランス審判員FEI3*技術代表に必要な資格は、

・少なくとも3回の3*レベルの競技会CEI大会（2*レベル以上、かつ、そのうち1回は3*以上でなければならない）でFEI技術代表を務めた経験があり、そのうち1回は2年以内であること。

・過去12か月以内にレベル2（3*4*）リフレッシャー（再教育）講習を受けていること。

・3*技術代表として2年間以上、または2シーズンを完全に務めた経験があること。

すべての役員は、以上の基準を満たす資格を得た後、少なくとも3年ごとに、その地位に相応した講習を受けなければならない。近年エンデュランス競技には多数の変更があるため、安全とウェルフェアを守るために、この条件は強制的に課されなければならない。定められた期間内に講習を受けない者は、制限期間内に規定に従うことを命じる通知を受けるか、あるいは、FEIリストからの降格または除名処分を受けることになる。

付則4：*等級－獣医師
2*FEI公認獣医師の任命を受けるために

2*FEI公認獣医師の任命を受けるために、応募者に必要な資格は、

・FEI競技会もしくは国内競技会10回で、獣医師団のメンバーを務めた経験があること。

・公用語２ヵ国語のうち1ヶ国語を話すことができること。

・当該年またはその前年にFEI国際エンデュランス獣医師講習会にて資格を認定されること。

・望ましくは60歳未満であること。

3*FEI公認獣医師への昇格
3*役員に昇格するために、FEI2*エンデュランス獣医師に必要な資格は、

・少なくとも4回の1*または2*レベルの競技会CEI1*または2*の大会でFEI獣医師団の2*メンバーを務めた経験があり、そのうち1回は2年以内であること。

・2*獣医師として2カレンダー年以上、または2シーズンを完全に務めた経験があること。

4*FEI公認獣医師への昇格

4*役員に昇格するために、FEI3*エンデュランス獣医師に必要な資格は、

・少なくとも2回のCEI2*レベルの競技会の大会で、FEI獣医師団の獣医師団長もしくは外国人獣医師代表を務めた経験があり、そのうち1回は3年以内であること。

・少なくとも3回のCEI3*の大会レベルの競技会で、FEI獣医師団の3*メンバーとして務めた経験があり、そのうち1回は3年以内であること。

・馬術スポーツ医学および／または運動生理学をテーマとする継続教育イベント（セミナー／会議）、もしくはそれに相当するFEI講習に少なくとも1回出席しており、そのうち1回は3年以内に出席していることであること。

・3*獣医師として3カレンダー年以上または3シーズンを完全に務めた経験があること。

すべての役員FEI公認獣医師は、以上の基準を満たす資格を得た後、少なくとも4回のFEIエンデュランス・ライドに従事し、少なくとも3年ごとに、2年ごとにその地位に相応した講習（すなわち、それに匹敵する星レベルに昇格するために必要な講習会）を受けなければならない。近年エンデュランス競技には多数の変更があるため、安全とウェルフェアを守るために、この条件は強制的に課されなければならない。すべてのFEIエンデュランス獣医師は、規則、付則、禁則の変更に常に即応していることが望ましい。定められた期間内に講習を受けない者は、制限期間内に規定に従うことを命じる通知を受けるか、あるいは、FEIリストからの降格または除名処分を受けることになる。

付則5：各競技会に必要とされる役員の等級

1*
競技場審判団

競技場審判団長


2*以上


技術代表





2*以上


獣医師団

獣医師団長またはFVD

3*以上





メンバー2名


2*以上

2*
競技場審判団

競技場審判団長


3*以上





外国人審判


2*以上


技術代表





3*以上


獣医師団

獣医師団長またはFVD

3*以上





メンバー2名


2*以上

3*
競技場審判団

競技場審判団長


4*





外国人審判


3*以上


技術代表





4*3*以上


獣医師団

獣医師団長および／またはFVD
4*





メンバー2名


3*以上

4*
競技場審判団

競技場審判団長


4*





外国人審判


4*





メンバー



4*

外国人技術代表





4*


獣医師団

獣医師団長およびFVD

4*





専門委員団


4*

